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第１ 入札説明書の定義 

 

杉並区（以下「区」という。）は、杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業（以下

「本事業」という。）を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業（以下「ＰＦＩ事

業」という。）として実施するため、平成１３年１２月２１日に公表した「杉並公会堂改築

並びに維持管理及び運営事業に関する実施方針」（以下「実施方針」という。）並びに実施

方針に対する意見を踏まえ、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切であると認め、

ＰＦＩ法第６条の規定により、平成１４年２月２２日、本事業を特定事業として選定した。 

本入札説明書（以下「本説明書」）は、区が本事業を実施する民間事業者（以下「事業

者」という。）を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するに当たり、入札に参加

しようとする者に交付するものである。 

本説明書に添付する要求水準書、落札者決定基準、様式集、契約書（案）及び土地使用貸

借契約書（案）（本説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、契約書（案）及び土地

使用貸借契約書（案）を合わせて、以下「本説明書等」という。）は、本説明書と一体のも

のとする。なお、本説明書及び要求水準書と実施方針及び平成１４年２月２２日に公表した

要求水準書（案）に相違がある場合は、本説明書及び要求水準書の規定が優先するものとし、

本説明書に記載のない事項は実施方針によるものとする。 

 

 

第２ 対象事業の概要 

 

１ 事業名称 

 

杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業 

 

２ 公共施設等の管理者等の名称 

 

杉並区長 山田 宏 

 

３ 事業目的 

 

杉並公会堂は、昭和３２年（１９５７年）に開館し、音響の優れたホールと集会室を持

つ施設として、永年にわたり区民に親しまれ、多くの人々に利用されてきた。しかし、施

設の老朽化に伴う設備の陳腐化が進み、多くの区民から施設の利便性、快適性の改善が求

められるなど、抜本的な整備が必要となっている。 

本事業は、杉並区基本計画に基づき、「杉並公会堂改築基本設計」を参考として、施設

の設計、建設、維持管理運営をＰＦＩ事業として実施するものである。 

本施設は、区の地域文化創造のため、杉並の文化拠点にふさわしいホール、練習室等の

施設を整備し、区民が優れた文化・芸術に触れ合う場を提供するとともに、区民の多様な
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文化活動や創造的な芸術活動に必要な練習・発表の場を提供する。 

 

４ 施設等の概要 

 

本施設の立地条件及び施設内容等は、次のとおりである。また、計画地の位置及び既存

建物の配置等は「計画地の位置及び既存建物の配置等」（別紙①）に示すとおりである。

なお、周辺道路、敷地高、地質等の概要は、基本設計図書等に記載のとおりである。 

 

表１ 本施設の立地条件及び施設内容等 

事業予定地 杉並区上荻一丁目２３番（住居表示） 

敷地面積 （現況）2,919.2㎡ 

用途地域 近隣商業地域、一部商業地域 

建ぺい率 80％（耐火建築物100％） 

容 積 率 約317.4％ 
地域地区等 

そ の 他 第３種高度地区、防火地域 

大ホール 

1,200席程度のクラシックコンサートホールの音響性能及び

舞台性能を確保し、集会、式典、講演会、舞踏等の演目にも

対応できる多目的ホール 
ホール 

小ホール 

200席程度の演劇ホールとして、舞台性能及び音響性能を確

保し、音楽発表会、小集会等、多様な催し物に対応できる多

目的ホール 

練習室Ⅰ 

（リサイタ 

ルホール） 

オーケストラの練習、音楽発表会、舞踏会、展示会、レセプ

ションなどの多様な催し物に対応できる練習室 

練習室Ⅱ 
小ホール舞台リハーサルが行え、アンサンブル等の音楽練

習、ダンスやバレエなどの舞踏練習にも対応できる練習室 

練習室Ⅲ 合唱やアンサンブル等のクラシック音楽の練習室 

練習室Ⅳ 合唱やアンサンブル等のクラシック音楽の練習室 

練習室Ⅴ 電気拡声装置などを用いた軽音楽用練習室 

練習室 

練習室Ⅵ 電気拡声装置などを用いた軽音楽用練習室 

カフェ 施設利用者だけでなく外部にも開放し、軽食や飲み物を提供

駐車場 付置義務台数以上の駐車場 

主 

な 

施 

設 

内 

容 

その他 

駐輪場 自転車200台、オートバイ10台以上収容可能な駐輪場 

現公会堂の構造・規模 
鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階建て 

延床面積 5,574.2㎡ 
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５ 事業内容 

 

(1) 事業方式及び事業期間 

本事業の事業方式は、事業者がＰＦＩ法に基づき杉並公会堂（以下「本施設」とい

う。）の設計、建設、維持管理及び運営を行い、事業期間終了後、事業者が本施設を区

に有償で譲渡するＢＯＴ（Build Operate and Transfer）方式とする。 

本事業の事業期間は、平成１５年３月から平成４８年３月までの約３３年間とする

（維持管理・運営期間約３０年間）。 

 

(2) ＰＦＩ事業の範囲 

事業者が実施するＰＦＩ事業の範囲は次のとおりとする。 

ア 本施設の設計・建設 

(ｱ) 提案に基づく設計及びその関連業務 

(ｲ) 建築確認等の手続業務及び関連業務 

(ｳ) 周辺家屋影響調査・対策 

(ｴ) 電波障害調査・対策 

(ｵ) 既存杉並公会堂の解体・撤去 

(ｶ) 建設及びその関連業務（外構工事等を含む） 

(ｷ) 備品等の設置工事及びその関連業務 

(ｸ) 工事監理業務 

(ｹ) 建設に伴う各種申請等の業務 

イ 本施設の維持管理 

(ｱ) 建築物保守管理業務 

(ｲ) 建築設備保守管理業務 

(ｳ) 舞台機構、舞台設備保守管理業務 

(ｴ) 備品等の保守管理業務 

(ｵ) 外構施設保守管理業務 

(ｶ) 清掃業務 

(ｷ) 植栽維持管理業務 

(ｸ) 警備業務 

(ｹ) 環境衛生管理業務 

(ｺ) 修繕・リニューアル業務 

ウ 本施設の運営 

(ｱ) ホール・練習室の貸出業務 

(ｲ) ホール・練習室・ロビー等活用業務 

(ｳ) 情報提供業務（区主催事業等チケット販売、ポスター等の掲示等） 

(ｴ) 付帯業務（カフェ運営、駐車場の管理運営） 

エ 本施設の譲渡、所有権移転業務 

(ｱ) 本施設の引渡し業務 

(ｲ) 本施設の所有権移転業務 
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(3) 事業に要する費用の負担 

区は、事業者が実施する本事業に要する費用から本事業における運営収入を差し引い

た額をあらかじめ定め、契約書に基づき、３０年間にわたり事業者に支払う（詳しくは、

「第５ 提案に関する条件 １ 事業フレーム」を参照のこと。）。 

 

(4) 事業スケジュール 

ア 契約等の締結 

(ｱ) 仮契約        平成１５年１月（予定） 

(ｲ) 本契約        平成１５年３月（予定） 

イ 事業期間 

(ｱ) 設計・建設期間    平成１５年３月～平成１８年６月 

(ｲ) 維持管理・運営期間  平成１８年７月～平成４８年３月末（約３０年間） 

 

 

第３ 入札参加に関する条件 

 

１ 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

 

(1) 入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は、次のとおりとする。 

ア 入札参加者は、複数の企業等により構成されるグループとし、あらかじめグループ

の代表企業（以下「代表企業」という。）を定め、グループを構成する企業等（以下

「構成企業」という。）の全ての代表者印を押印した「参加表明書」を提出し、代表

企業名で入札に参加する。 

イ 入札参加者には、本施設を設計する企業（以下「設計企業」という。）、本施設を

建設する企業（以下「建設企業」という。）及び本施設を運営する企業を少なくとも

各一社含むものとする。ただし、設計企業及び建設企業を一社が兼ねることもできる。

また、設計、建設又は運営の各業務を複数の企業が共同で行う場合は、各業務の幹事

企業を定める。 

ウ 入札参加者は、入札参加者の構成企業でない者（以下「協力企業」という。）に、

業務の一部を委託又は請け負わせることができる。 

エ 音響コンサルタント、舞台機構工事、舞台音響工事及び舞台照明工事に係る４業務

に関しては、これらを専門とする協力企業に委託又は請け負わせなければならない

（これら４業務に係る企業は、入札参加者の構成企業となることはできない。）。 

ただし、入札参加者の構成企業自身が、担当する業務に加えて音響コンサルタント、

舞台機構工事、舞台音響工事及び舞台照明工事に係る業務を行う場合は、この限りで

ない。 

オ 入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることができない。 

カ 入札参加者の協力企業は、他の入札参加者の協力企業となることができる。 

キ 参加表明書の提出により参加の意思を表明した入札参加者の構成企業の変更は認め
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ない。ただし、代表企業以外の構成企業の変更について、やむを得ない事情が生じた

場合、区と協議する。 

 

(2) 入札参加者の参加資格要件 

入札参加者の構成企業は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。 

ア 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

ウ 建設企業は、以下の要件を満たしていること。 

(ｱ) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により、建築一式工

事につき特定建設業の許可を受けていること。 

(ｲ) 平成１３・１４年度杉並区競争入札参加有資格者で、建築工事に登録しているこ

と。 

(ｳ) 建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査（平成１４年６月１４日現

在で最新のもの）における建築一式の総合評点が１，１００点以上のもの。ただし、

複数の企業で参加する場合は、当該総合評点１，１００点以上のものは幹事企業一

社とする。 

(ｴ) 平成９年４月１日から平成１４年３月３１日までの期間に完成した官公庁発注の

建築工事で１件あたりの契約金額が２０億円以上の実績のあるもの。ただし、複数

の企業で参加する場合は、当該契約金額が２０億円以上の実績のあるものは幹事企

業一社とする。なお、建設共同企業体として契約した工事については、出資比率に

応じた契約金額を実績の対象とする。 

(ｵ) ホール、劇場の建築実績を有していること。 

エ 設計企業は、以下の要件を満たしていること。 

(ｱ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務

所の登録を行っていること。 

(ｲ) １，０００席以上のホール、劇場の設計実績があること。 

(ｳ) ２以上のホール、劇場を有する建物の設計実績があること。 

 

(3) 構成企業の制限 

次のいずれかに該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

イ 入札参加の表明時から落札者の決定までの間に、杉並区競争入札参加有資格者指名

停止基準により指名停止措置を受けた者 

ウ 本事業に係る基本設計、技術アドバイザー業務及びゼネラルアドバイザー業務に関

与した者 

エ 平成１３年分の法人税、消費税及び法人事業税を滞納している者 

 

２ 入札に関する留意事項 

 

(1) 入札説明書の承諾 
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入札参加者は、入札書類の提出をもって、本説明書等の記載内容を承諾したものとみ

なす。 

 

(2) 費用負担 

入札に必要な費用は、入札参加者の負担とする。 

 

(3) 提出書類の取扱い・著作権 

ア 著作権 

区が提示する設計図書の著作権は区及び設計者に帰属し、入札参加者の提出する入

札書類の著作権は入札参加者に帰属する。なお、本事業において公表する場合その他

区が必要と認めるときには、区は入札書類の全部又は一部を使用できるものとする 

イ 特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事

材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として事業者が

負う。 

ただし、区が工事材料、施工方法、維持管理方法等を指定した場合で、設計図書等

に特許権等の対象である旨が明示されておらず、事業者が特許権等の対象であること

を過失なくして知らなかった結果生じた責任は、区が負う。 

 

(4) 区からの提示資料の取扱い 

区が提示する資料は、入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。 

 

(5) 入札参加者の複数提案の禁止 

入札参加者は、１つの提案しか行うことはできない。 

 

(6) 提出書類の変更禁止 

提出書類の変更はできない。ただし、誤字等の修正についてはこの限りではない。 

 

(7) 使用言語等 

入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時

刻は日本標準時とする。 

 

(8) 入札無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 参加表明書提出時から入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を含

む入札参加者が行った入札 

イ 参加表明書に記載された入札参加者グループの代表企業以外の者が行った入札 

ウ 記名押印のない入札書による入札、又は入札事項を明示しない入札 

エ 誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札 
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オ 同一事項に対し、２通以上の書類が提出された入札 

カ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合の入札 

キ 著しく信義に反する行為を起こした入札参加者が行った入札 

ク その他入札に関する条件に違反した入札 

 

(9) 杉並区競争入札参加者心得 

杉並区競争入札参加者心得の規定に従うこと。 

 

(10) 入札参加者への通知 

本説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札

参加者に通知する。 

 

３ 入札予定価格 

 

入札予定価格を次のとおり公表する。 

入札予定価格 26,076,039千円（消費税抜き） 

（割引率を４％とした場合の現在価値 13,475,866千円） 

 

４ 入札手続 

 

(1) 日程 

入札手続は、次の日程で行う。 

 

入札公告、入札説明書等の交付 平成14年 4月23日(火) 

申し込み 
平成14年 4月23日(火)～ 

平成14年 4月26日(金)参考図書の有償頒布 

頒  布 平成14年 5月10日(金) 

現公会堂現地見学会申込 
平成14年 4月23日(火)～ 

平成14年 4月26日(金)

現公会堂現地見学会の開催 平成14年 5月 7日(金) 

入札説明書等に関する第１回質問受付 
平成14年 5月13日(月)～ 

平成14年 5月15日(水)

入札説明書等に関する第１回質問に対する回答 平成14年 6月 7日(金) 

参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 平成14年 6月14日(金) 

参加資格審査結果の通知 平成14年 6月21日(金) 

参加資格がないと認めた理由の説明要求受付 
平成14年 6月21日(金)～ 

平成14年 7月 3日(水)

参加資格がないと認めた理由の説明要求に対する回答 平成14年 7月10日(水) 
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入札説明書等に関する第２回質問受付 
平成14年 7月10日(水)～ 

平成14年 7月12日(金)

入札説明書等に関する第２回質問に対する回答 平成14年 7月26日(金) 

入札（入札書類受付） 平成14年 9月10日(火) 

優秀提案の選定 平成14年10月（予定） 

落札者の決定、公表 平成14年10月下旬（予定） 

仮契約締結 平成15年 1月（予定） 

本契約締結 平成15年 3月（予定） 

 

(2) 手続 

ア 入札公告、入札説明書等の交付 

平成１４年４月２３日（火）、区公式ホームページにより入札公告を行い、本説明

書等を公表する。なお、本説明書等は、平成１４年４月２３日（火）以降、政策経営

部経理課契約担当においても交付する。 

イ 現地見学会の開催 

現公会堂に関する現地見学会を次のとおり開催する。 

(ｱ) 日時 平成１４年５月７日（火） 午前１０時～正午 

(ｲ) 会場 杉並公会堂大集会室 

(ｳ) 内容 現公会堂の敷地・立地状況、周辺環境状況等についての見学 

ウ 現地見学会参加申込 

現地見学会への参加希望者は、平成１４年４月２３日（火）～平成１４年４月２６

日（金）に企業名及び参加人数を説明会参加申込書（第１号様式）に記入のうえ、区

民生活部管理課施設計画担当あてに、Ｅメール又はファクシミリにより提出すること。 

エ 参考図書等の有償頒布 

希望者に対し、設計図書等の有料頒布を次の要領で行う。 

(ｱ) 申込期間 ： 平成１４年４月２３日（火）～平成１４年５月２日（木） 

(ｲ) 申込方法 ： 設計図書等購入申込書（第２号様式）に記入のうえ、区民生活部

管理課施設計画担当あてに、Ｅメール又はファクシミリにより

提出すること。 

(ｳ) 頒布日時 ： 平成１４年５月１０日（金） 午前９時～正午 

(ｴ) 頒布場所 ： 区民生活部管理課施設計画担当（区役所西棟７階） 

(ｵ) 頒布価格 ： ① 基本設計図書          １部 4,000円 

② 地質調査報告書         １部 2,700円 

③ 現杉並公会堂新築工事設計図書  １部 6,800円 

④ 現杉並公会堂改修工事設計図書  １部 1,200円 

⑤ 現杉並公会堂外壁改修工事 

及びその他工事設計図書  １部 1,000円 

⑥ 現公会堂使用実績        無料 

オ 入札説明書等に関する第１回質問受付 

本説明書等の内容等に関する第１回質問を次のとおり受付ける。 
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(ｱ) 受付日時 ： 平成１４年５月１３日（月）～５月１５日（水） 

午前９時～正午、午後１時～午後５時 

(ｲ) 提出方法 ： 質問書（様式第３号）に記入のうえ、区民生活部管理課施設計画

担当あてにＥメール又は持参により提出する。 

カ 入札説明書等に関する第１回質問に対する回答 

本説明書等の内容等に関する第１回質問に対する回答書を平成１４年６月７日

（金）に質問者に配付するとともに、区公式ホームページにおいて公表する。 

なお、電話や口頭等による個別対応は行わない。また、回答書は、本説明書等と一

体のものとして同等の効力をもつものとする。 

キ 参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 

入札参加者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を次のとおり提出し、参加資

格の審査を受けることを要する。 

(ｱ) 受付日時 ： 平成１４年６月１４日（金）、午前１０時～正午 

(ｲ) 提出方法 ： 政策経営部経理課契約担当（区役所東棟５階）あてに、持参によ

り提出する。 

(ｳ) 提出書類 ： 「第７ 提出書類及び作成要領 １ 提出書類」を参照のこと。 

ク 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果を平成１４年６月２１日（金）までに、参加表明書を提出した入

札参加者（グループの代表企業）に対して書面により通知する。 

ケ 参加資格がないと認めた理由の説明要求受付、説明要求に係る回答 

参加資格がないとされた者は、参加資格がないと認めた理由について、書面により

区に説明を求めることができる。区は、当該説明要求を次のとおり受付けるとともに、

説明要求に係る回答を平成１４年７月１０日(水)に行う。 

(ｱ) 受付期間 ： 平成１４年６月２１日(金)～平成１４年７月３日(水) 

(ｲ) 受付時間 ： 午前９時～正午、午後１時～午後５時 

(ｳ) 提出方法 ： 政策経営部経理課契約担当あてに、持参により提出する（様式自

由）。 

コ 入札説明書等に関する第２回質問受付 

本説明書等の内容等に関する第２回質問を次のとおり受付ける。 

(ｱ) 受付日時 ： 平成１４年７月１０日（水）～７月１２日（金） 

(ｲ) 提出方法 ： 質問書（第３号様式）に記入のうえ、区民生活部管理課施設計画

担当あてにＥメール又は持参により提出する。 

サ 入札説明書等に関する第２回質問に対する回答 

本説明書等の内容等に関する第２回質問に対する回答書を、平成１４年７月２６日

（金）に質問者に配付するとともに、区公式ホームページにおいて公表する。 

なお、電話や口頭等による個別対応は行わない。また、回答書は、本説明書等と一

体のものとして同等の効力をもつものとし、再質問は認めない。 

シ 入札を辞退する場合 

参加資格が確認された入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届（第１２号

様式）を政策経営部経理課あてに提出すること。 
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ス 入札 

入札参加資格が確認された入札参加者は、参加資格があることが確認された旨の通

知の写し、並びに入札書及び本事業に関する事業計画等の提案内容を記載した提案書

からなる入札書類（「第７ 提出書類及び作成要領 １ 提出書類」参照。）を持参

により提出すること。入札は、次のとおり実施する。なお、入札日時に遅れた場合は、

入札に参加できない。 

(ｱ) 入 札 日 時 ： 平成１４年９月１０日（火） 午前１０時 

(ｲ) 入 札 場 所 ： 政策経営部経理課入札室 

(ｳ) 入札参加者 ： 入札にはグループの代表企業のみが参加する。代理人が参加す

る場合は、委任状（業者様式）を入札書類と併せて提出する。

提出のない場合は、入札に参加できない。 

(ｴ) 入札の手順 

① 提出された入札書類がすべて揃っていることを確認し、揃っていない場合は失

格とする。 

② 入札書類がすべて揃っている入札参加者の入札書（第１４号様式）を開札する。

開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ行うものとし、入札参加者又

はその代理人が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立

ち会わせるものとする。 

③ 入札書に記載する入札金額は、消費税抜きの金額を記載する。入札金額が、区

の設定した予定価格を超えている場合は失格とし、その場で当該入札参加者に通

知する。なお、全入札参加者の入札金額が予定価格を超えている場合でも、再度

入札（２回目）は行わない。 

④ 入札金額が予定価格を超えていない入札参加者の入札書類について「落札者決

定基準」に従って審査を行い、落札者を決定し、入札参加者（代表企業）に通知

する。 

⑤ 入札金額が予定価格を超えていない場合であっても、当該入札金額によっては

本事業を適切に履行されないおそれがあると認められるときは、その者を落札者

としない場合がある。 

セ 入札結果の通知及び公表 

(ｱ) 入札結果は、平成１４年１０月下旬（予定）に入札参加者（代表企業）に文書で

通知する。電話等による問い合わせには応じない。 

(ｲ) 入札結果の公表は、入札書類の審査結果の講評と併せて行い、事業予定者との仮

契約を締結後、ＰＦＩ法に基づき事業予定者を公表する。 

 

(3) 入札説明書等の閲覧について 

本説明書等及び本説明書等に関する質問回答書並びに図面を除く基本設計図書等につ

いては、政策経営部区長室総務課情報公開係（区役所西棟２階）において、他の区発行

出版物と同様の手続きにより行うことができる。 
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第４ 入札書類等の審査 

 

１ 審査委員会の設置 

 

入札書類等の審査に際しては、学識経験者及び区職員で構成する審査委員会を設置する。

区は、審査委員会の審査により選定された優秀提案をもとに、落札者を決定する。 

審査委員は次のとおりである。 

委員長    宮 脇  淳 （北海道大学大学院教授） 

委 員    大 束 百合子（杉並区文化・交流協会理事長） 

委 員    岡 村 一 弘（東京都公立中学校ＰＴＡ協議会会長） 

委 員    前 田  博 （弁護士） 

委 員    村 上 美奈子（杉並区都市計画審議会委員） 

委 員    滝 田 政 之（杉並区政策経営部長） 

委 員    四 居  誠 （杉並区区民生活部長） 

 

２ 審査の手順及び方法 

 

(1) 参加資格審査 

参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、入札参加資格要件の具備を確

認し、参加資格審査結果を入札参加者に通知する。 

 

(2) 入札書類審査 

あらかじめ設定した「落札者決定基準」に従って、審査委員会において入札書類の審

査を総合評価の方法により行い、優秀提案を選定する。総合評価は、入札参加者の提出

した提案内容について、各評価項目ごとに評価に応じ得点を付与し、得点の合計を入札

金額で除して得た数値（以下「総合評価値」という。）により行い、総合評価値の最も

高い者を優秀提案として選定する。 

 

３ 審査事項 

 

審査事項は、「落札者決定基準」に示す。 

 

４ 事務局 

 

事業者の募集及び選定に係る事務局は、次のとおりとする。 

ア 事業の内容に関すること 

杉並区区民生活部管理課施設計画担当 

〒166-8570 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 杉並区役所西棟７階  

電 話 ０３－３３１２－２１１１（代表） 

ＦＡＸ （平成１４年５月１２日まで） ０３－３３１４－３４２３ 
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    （平成１４年５月１３日から） ０３－５３０７－０６８１ 

Ｅメールアドレスは、同担当に問い合わせること。 

イ 入札及び契約の手続きに関すること 

杉並区政策経営部経理課契約担当 

〒166-8570 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 杉並区役所東棟５階  

電 話 ０３－３３１２－２１１１（代表） 

 

 

第５ 提案に関する条件 

 

１ 事業フレーム 

 

(1) 事業の遂行 

ア 平成１８年７月１日までに、本施設を開館すること。 

イ 「第２ 対象事業の概要 ５ 事業内容」に示す業務を確実に行うこと。 

 

(2) サービス購入料の支払 

区は、事業者が実施する本施設の整備及び維持管理・運営に係る費用の総額から、施

設簿価購入費及び本施設の運営収入を差し引いた額をサービス購入料としてあらかじめ

定め、事業期間にわたって平準化して支払う。当該サービス購入料には、各支払額の１

００分の５に相当する額（消費税）を含むものとする。サービス購入料の算定方法は次

のとおりである。 

ア 施設サービス購入料 

(ｧ) 区は、施設整備に係る費用（金利等を含む）から施設簿価購入費を差し引いた額

（以下「施設サービス購入料」という。）を６０回に分けて事業者に支払う。 

(ｲ) 施設サービス購入料の支払いは、平成１８年１０月を初回として、以後４月及び

１０月の年２回、平成４８年４月まで行う。施設簿価購入費の支払いは、平成４８

年４月以降、施設の引き渡しを受けるのと引き換えに行う。 

(ｳ) 施設サービス購入料の支払方法は、１０年ごとの元利均等払とし、各１０年の支

払元金は施設サービス購入料総額の３分の１ずつとする。また、各回の支払額は、

当該年度の確定支払額の２分の１（金利計算は１年単利）とする。 

(ｴ) 金利は、契約日（契約議案議決翌日）の基準金利（６カ月ＬＩＢＯＲベース１０

年物（円－円）金利スワップレート（午前１０時に共同通信社より発表される

Tokyo Swap Reference Rate(TSR)の中値））と提案されたスプレッドの合計とする。

金利は本施設の開業日以降発生するものとし、初回の施設サービス購入料は、平成

１８年４月１日から本施設の開業日前日までに対応する金利（日割り計算）を差し

引いて支払う。 

(ｵ) 金利は、基準金利の変動に伴い平成２８年度と平成３８年度の２度、改定を行い、

金利改定年度の１０月支払分より変更する。金利改定年度の基準日は、平成２８年

４月１日及び平成３８年４月１日とし、銀行営業日でない場合はその翌営業日とす
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る。 

表２ 施設サービス購入料の計算方法 

開業１年目 

～１０年目 

平成１８年１０月 

～平成２８年４月 

〔元金の３分の１の金額を１０年間で元利金

等返済する額〕＋〔元金の３分の２に対する

金利〕 

１１年目 

～２０年目 

平成２８年１０月 

～平成３８年４月 

〔元金の３分の１の金額を１０年間で元利金

等返済する額〕＋〔元金の３分の１に対する

金利〕 

２１年目 

～３０年目 

平成３８年１０月 

～平成４８年４月 

〔元金の３分の１の金額を１０年間で元利金

等返済する額〕 

 

(ｶ) 施設サービス購入料の元金に相当する費用は、次にあげた費用の合計額とする。 

① 設計費 

② 工事監理費 

③ 建設工事費（建築工事費、空調換気工事費、給排水衛生工事費、電気設備工事

費、昇降機設備工事費、外構工事費、舞台機構設備工事費、舞台照明設備工事費、

舞台音響設備工事費，既存建物解体費、客席椅子工事費、駐車場設備工事費、サ

イン工事費、アート・モニュメント設置費，工事備品費、共通費等） 

④ 備品費 

⑤ 各種手続・申請費 

⑥ 各種調査・対策費 

⑦ 建設に伴う各種負担金 

⑧ 開業時公租公課 

⑨ その他 

※）なお、印紙代を含む契約にかかる費用は、事業者の負担とする。 

イ 維持管理・運営サービス購入料 

(ｱ) 区は、維持管理・運営業務の対価として、事業期間中の維持管理・運営に係る費

用の総額から本施設の運営収入を差し引いた額（以下「維持管理・運営サービス購

入料」という。）を事業者に支払う。 

(ｲ) 修繕等により施設の一部の利用を制限し、又は施設全体を休館とする場合、不要

となる費用を維持管理・運営サービス購入料から差し引くこと。 

(ｳ) 維持管理・運営サービス購入料は、各年度の４～６月（第一期）、７月～９月

（第二期）、１０月～１２月（第三期）、１月～３月（第四期）に分けて、各四半

期終了後に支払う。 

(ｴ) 維持管理・運営サービス購入料の各回の支払額は、(ｷ)による物価変動を勘案し

た改定を行う前の段階で、(ｵ)にあげた費用の事業期間中の合計額を支払回数で等

分した額とする。 

(ｵ) 維持管理・運営に係る費用は、次にあげた費用の合計額とする。 

① 保守管理業務費（建物、設備、舞台機構、舞台設備、備品（更新費を含む）、

外構施設等） 

② 清掃業務費 
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③ 植栽維持管理業務費 

④ 警備業務費 

⑤ 環境衛生管理業務費 

⑥ 修繕・リニューアル業務費 

⑦ ホール・練習室貸出業務費 

⑧ ホール・練習室・ロビー等活用業務費 

⑨ 情報提供業務費 

⑩ 付帯業務費（カフェ、駐車場） 

⑪ 公租公課 

⑫ 保険料 

⑬ 光熱水費 

⑭ 区への所有権移転に伴う費用 

⑮ その他 

(ｶ) 次にあげた費用は、維持管理・運営サービス購入料には含まないものとする。 

企業等からの協賛金収入、施設内に設置する飲料等の自動販売機からの収入、そ

の他事業者が提案して実施する事業による収入に対応した費用 

(ｷ) 維持管理・運営サービス購入料は、毎年１回、物価変動を勘案して改定を行う。

改定の基準日は、前年度の７月１日とする。改定の基準額は、前々年度の維持管

理・運営サービス購入料（初年度は四半期の支払額を４倍した額）とし、改定の計

算方法は表３に示すとおりとする。改定率の算定に使用する指標は、表４に示すと

おりとする。 

 

表３ 維持管理・運営サービス購入料の計算方法 

修繕・リニューアル業務を除く維持管理・運営業務 

 ＡＰt ＝ ＡＰt-1×（ＣＳＰＩt-1／ＣＳＰＩt-2） 

修繕・リニューアル業務 

 ＡＰt ＝ ＡＰt-1×（ＢＣＣＩt-1／ＢＣＣＩt-2） 

ＡＰt   ：ｔ年度のＡ業務に係る費用 

ＡＰt-1  ：（ｔ-1）年度のＡ業務に係る費用 

ＣＳＰＩt-n：（ｔ-n）年度の価格指数 

ＢＣＣＩt-n：（ｔ-n）年度の建築費指数 
※１）ＣＳＰＩ：Corporate Service Price Index（企業向けサービス価格指数）

※２）ＢＣＣＩ：Building Construction Cost Index（建築費指数） 

※３）改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、切り捨てとする。 
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表４ 使用する指標 

 業務科目 使用する指標 

建築物・建築設備・舞台機

構・舞台設備、外構施設、備

品等の保守管理業務 

企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―設備管理（物価指

数月報・日銀調査統計局） 

清掃業務 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―清掃（同上） 

植栽維持管理業務 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―清掃（同上） 

警備業務 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―警備（同上） 

環境衛生管理業務 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―衛生管理（同上） 

維
持
管
理
業
務 

修繕・リニューアル業務 建設物価指数月報―建築費指数／標準指数／

ホテル／SRC-5,000㎡工事原価／東京（建設

物価調査会） 

ホール・練習室貸出業務、ホ

ール・練習室・ロビー等活用

業務、情報提供業務 

企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―その他の専門サービ

ス（同上） 

カフェ運営業務 
企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―不動産賃貸／店舗

（同上） 

駐車場運管理務 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―設備管理（同上） 

保険料 
企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数―保険サービス（同

上） 

運
営
業
務 

光熱水費 
消費者物価指数－光熱・水道（総務省統計局統計

センター） 

 

ウ 運営収入 

(ｱ) 事業者は、本施設の運営収入を事業者自らの収入とすることができる。 

(ｲ) 運営収入は、次にあげた収入の合計額とする。 

① ホール・練習室を使用者（区及び関係団体を含む。）に貸与し、使用者から徴

収する使用料金収入 

② ホール・練習室の利用されていない時間帯を使用して実施する自主事業による

収入 

③ ロビー等の活用による収入 

④ カフェの運営収入又は賃貸料 

⑤ 駐車場の利用料金収入 

(ｳ) 次にあげた収入は、維持管理・運営に係る費用から差し引く運営収入には含まな

いものとする。 

⑥ 企業等からの協賛金収入 

⑦ 施設内に設置する飲料等の自動販売機からの収入 

⑧ その他、事業者が提案して実施する事業による収入 

(ｴ) 運営収入は、要求水準書（添付資料①）別紙②に示す「ホール等使用料金（参考

案）」を参考に適正かつリーズナブルな使用料金を設定し、具体的な根拠に基づく

長期にわたる的確かつ妥当な額を見込むこと。 

(ｵ) 想定した運営収入の見込額と実際に収受した運営収入額が異なる場合においても、

サービス購入料の見直しは行わない。なお、事前に予測できない理由により、区の
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使用が大幅に減少した場合は、別途、サービス購入料の見直しを行う。 

エ その他 

受領委任により、事業者以外の者にサービス購入料の支払を希望する場合は、適法

な委任状を区に提出し、区の承諾を得ることを要する。 

 

(3) 債権の取扱い 

ア 債権の譲渡 

区は事業者から提供されるサービスを一体のものとして購入することから、事業者

が区に対して有する支払請求権（債権）は一体不可分とする。事業者が債権を譲渡す

る場合には、事前に区の承諾を得ること。 

イ 債権への質権設定及び債権の担保提供 

事業者が区に対して有する債権に対し質権を設定する場合、及びこれを担保提供す

る場合には、事前に区の承諾を得ること。 

ウ 建物等への抵当権等の設定 

事業者が建物等について抵当権、質権その他の担保権、制限物権を設定する場合は、

事前に区の承諾を得ること。 

 

(4) 金融上の支援 

政府系金融機関による低利融資等の活用は、事業者の判断により行うこととし、これ

によるサービス購入料の増減は行わない。 

区は、事業者が政府系金融機関による低利融資等を活用する場合、これを受けること

ができるよう努めるが、事業者に対する補助、出資等の支援は行わない。 

 

(5) 協議事項 

法制上及び税制上の措置が適用される可能性がある場合には、区と事業者の間で協議

を行う。 

 

２ 設計・建設 

 

(1) 業務内容 

「第２ 対象事業の概要 ５ 事業内容 (2) ＰＦＩ事業の範囲」のうち、設計・建

設関連業務について、要求水準書（添付資料①）に示す条件に従って業務を遂行するこ

と。 

 

(2) 業務の委託 

ア 事業者から構成企業への委託等 

事業者が(1)に示す業務の全部又は一部を、提案書に示すとおり、落札者の構成企

業である設計企業に委託し、又は建設企業に請け負わせる場合は、事前に区に通知す

ること及び区の承諾を得ることを要しない。落札者の構成企業が当該業務の一部を、

落札者の他の構成企業に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。 
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イ 事業者から協力企業への委託等 

事業者が(1)に示す業務の一部を、協力企業（落札者の構成企業でない者で、業務

の一部を受託又は請け負う者とする。）に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に

区の承諾を得なければならない。 

ウ 構成企業から協力企業への委託等 

落札者の構成企業が、事業者又は落札者の他の構成企業から委託され、又は請け負

った(1)に示す業務の一部を、協力企業に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は

事前に区に通知しなければならない。事業者から(1)に示す業務を委託され、又は請

け負った協力企業が、当該業務の一部をさらに別の協力企業に委託し、又は請け負わ

せる場合も同様とする。 

エ 協力企業の決定 

音響コンサルタント、舞台機構工事、舞台音響工事及び舞台照明工事に係る協力企

業を除き、入札時点では想定される協力企業でも差し支えないが、協力企業に委託し、

又は請け負わせる業務の開始日の原則１カ月前までに協力企業を決定し、区に対する

承諾の申請又は通知を行うこと。 

 

(3) 設計図書の使用権 

区は、契約書（案）（添付資料④）別紙６に記載の図書を本事業のために使用するこ

とができる。 

 

３ 維持管理・運営 

 

(1) 業務内容 

「第２ 対象事業の概要 ５ 事業内容 (2) ＰＦＩ事業の範囲」のうち、維持管

理・運営関連業務について、要求水準書（添付資料①）に示す条件に従って業務を遂行

すること。 

 

(2) 業務の委託 

ア 事業者から構成企業への委託等 

事業者が(1)に示す業務の全部又は一部を、提案書に示すとおり、落札者の構成企

業である維持管理・運営企業に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に区に通知す

ること及び区の承諾を得ることを要しない。落札者の構成企業が当該業務の一部を、

落札者の他の構成企業に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。 

イ 事業者から協力企業への委託等 

事業者が(1)に示す業務の一部を、協力企業に委託し、又は請け負わせる場合は、

事前に区の承諾を得なければならない。 

ウ 構成企業から協力企業への委託等 

落札者の構成企業が、事業者又は落札者の他の構成企業から委託され、又は請け負

った(1)に示す業務の一部を、協力企業に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は

事前に区に通知しなければならない。事業者から(1)に示す業務を委託され、又は請
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け負った協力企業が、当該業務の一部をさらに別の協力企業に委託し、又は請け負わ

せる場合も同様とする。 

エ 協力企業の決定 

入札時点では想定される協力企業でも差し支えないが、協力企業に委託し、又は請

け負わせる業務の開始日の原則１カ月前までに協力企業を決定し、区に対する承諾の

申請又は通知を行うこと。 

 

４ 区による本事業の実施状況の監視 

 

区は、本事業の実施状況の監視を次のとおり行う。なお、(2)及び(3)についての詳細は、

「維持管理・運営期間中の業務水準低下に対する措置について」（別紙③）を参照のこと。 

 

(1) 設計・建設状況の確認 

ア 設計時 

事業者は、区に対して定期的に状況の報告を行うとともに、契約書（案）（添付資

料④）別紙３に示す図書を区に提出して、内容の確認を受ける。 

イ 各種申請時 

事業者は、建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）に基づく建築確認

申請書類等を作成し、東京都建築主事又は杉並区建築主事に建築確認申請を行うとと

もに、区に事前説明及び事後報告を行う。 

ウ 施工時 

事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を設置して、工事監理を行う。工事

監理者は、事業者を通じ工事監理の状況を区に毎月報告し、区が要請したときは、随

時報告を行う。また、事業者は、区が要請したときは、工事の事前説明及び事後報告、

工事現場での施工状況の説明を行う。事業者は、定期的に区から施工、及び工事監理

の状況の確認を受けることとする。 

エ 工事完成時 

工事監理者は、区に対し完成確認報告を行う。事業者は、施工記録を整備し、契約

書（案）（添付資料④）別紙６に示す図書を区に提出して、現場で区の確認を受ける。 

 

(2) モニタリング 

区は、施設供用開始後、書面及び現地調査により、提供されるサービスの水準を確認

する。モニタリングの詳細は「維持管理・運営期間中の業務水準低下に対する措置につ

いて」（別紙③）に示すとおりである。 

 

(3) 支払の減額等 

要求水準書及び維持管理・運営業務仕様書に定められた性能が維持されていないこと

が判明した場合は、サービス購入料の減額等を行うことがある。減額の対象となる支払

いは、維持管理・運営に関するサービス購入料とする。減額等の詳細は「維持管理・運

営期間中の業務水準低下に対する措置について」（別紙③）に示すとおりである。 
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５ 土地の使用等 

 

本事業の区域は区有地であり、財産の種類は普通財産とする。事業者は、この土地を、

土地使用貸借契約書（案）（添付資料⑤）に基づく使用貸借契約により無償で使用できる

ものとする。 

 

６ 事業者の契約上の地位 

 

区の事前の承諾がある場合を除き、事業者は契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提

供その他の方法により処分してはならない。 

 

７ 特別目的会社の設立 

 

(1) 特別目的会社の設立 

落札者は、仮契約の締結前までに、本事業に関する次の業務を目的とする特別目的会

社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立するものとする。なお、当該ＳＰＣは、商法（明

治３２年３月９日法律第４８号）に規定する株式会社とする。 

ア 本施設の設計、建設工事 

イ 本施設の維持管理・運営業務 

ウ 本施設の区への所有権移転業務 

エ 上記各号に付帯する一切の業務 

 

(2) 特別目的会社への出資 

ＳＰＣへの出資についての条件は、次のとおりとする。 

ア 落札者の構成企業が主体となり、構成企業による出資割合が過半数となるよう、Ｓ

ＰＣへの出資を行う。ただし、構成企業全員の出資は要しない。 

イ 代表企業は必ずＳＰＣへの出資を行うものとする。 

ウ 構成企業以外の者がＳＰＣに出資することは可能とする。 

エ ＳＰＣの資本金額及び役員構成については、原則として制限は設けない。 

オ 事業者は、「第８ 契約に関する事項 ウ」記載の、区と事業者との契約が正式の

本契約となった時点でのＳＰＣの株主から、当該株主が構成企業である場合には別紙

⑥の１の様式による出資者保証書を、当該株主が構成企業以外の企業である場合には

別紙⑥の２の様式による出資者誓約書を、それぞれ徴求して、速やかに区に提出する

こと。 

 

８ 入札保証金 

 

入札に参加する資格があると確認された者は、その見積もった契約金額の１００分の３

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、入札

保証金の全部又は一部を納付しないことができる。 
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ア 入札に参加する者が、保険会社との間に杉並区を被保険者とする入札保証保険契約

を締結したとき。 

イ 入札参加資格審査結果の通知において、入札保証金の納付を要しないものとされた

とき。 

 

９ 契約保証金 

 

入札において落札者とされた者は、契約金額の１００分の１０以上（契約金額が５億円

以上の場合は、契約金額の１００分の３０以上）の契約保証金を契約書の提出前までに納

付しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、契約保証金の全部又は一部

の納付を要しない。 

ア 落札者が、保険会社との間に杉並区を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

イ 入札参加資格審査結果の通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しな

いものとされたとき。 

 

１０ 保険 

 

事業者は、建設期間中の第三者賠償保険及び維持管理・運営期間中に自らが所有する建

物について普通火災保険に加入すること。なお、保険金額は、再調達価格に相当する額と

する。施設の建設期間中の損害保険や維持管理・運営期間中の賠償責任保険等の保険を付

保することを条件とはしないが、自ら事業の安全に関する提案に記載した保険は必ず付保

すること。 

 

１１ 区と事業者の責任分担 

 

(1) 基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉

で質の高いサービスの提供をめざすものであり、施設の設計・建設・維持管理・運営の

責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、区が責任を負うべき合理的な理

由がある事項については、区が責任を負うこととする。 

 

(2) 予想されるリスクと責任分担 

区と事業者の責任分担は、契約書（案）（添付資料④）によることとする。入札参加

者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うこと。なお、参考のため、実施方針

で公表した「予想されるリスクと責任分担表」（別紙④）を示す。 

 

１２ 財務書類の提出 

 

事業者は、毎事業年度経過後３カ月以内に、商法上の大会社に準じた公認会計士による
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監査済みの当該事業年度の財務書類を自己の費用で作成し、区に提出する。区は、杉並区

情報公開条例に基づいて当該財務書類を公開できるものとする。 

 

 

第６ 事業実施に関する事項 

 

１ 誠実な業務遂行義務 

 

事業者は、提案内容及び契約の諸条件に則って、誠実に業務を遂行する。 

 

２ 構成企業の役割 

 

構成企業は、グループ内で各自が担うべき業務を明確にしたうえで、各業務を遂行する。

なお、代表企業は区との契約等諸手続を行うものとする。 

 

３ サービス購入料の支払手続 

 

ア 事業者は、業務報告の対象期間終了後、本施設の維持管理業務及び運営業務に関

する月報及び四半期総括書を区に提出し、区の業務確認を受ける。 

イ 事業者は、業務確認完了後、速やかに区に請求書を提出する。 

ウ 区は事業者から請求書を受け取った後、契約書に定める日に支払いを行う。 

 

４ その他 

 

ア 区は、原則として事業者に対して連絡等を行うが、必要に応じて区と建設企業等

との間で直接連絡調整を行う場合がある。この場合において、区と建設企業等との間

で直接連絡調整を行った事項については、事業者に報告する。 

イ 資金調達上の必要があれば、契約書に定める重要事項について、区は事業者に資

金を提供する融資団と協議することもあり得る。 

 

 

第７ 提出書類及び作成要領 

 

１ 提出書類 

 

(1) 参加表明、参加資格審査申請時の提出書類 

参加表明及び参加資格審査申請時には、次の書類を一括して各１部提出すること。 

ア 参加表明書（第４号様式） 

イ 使用印鑑届（第５号様式）（※必要な場合のみ） 

ウ グループ構成企業表（第６号様式） 
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エ 参加資格審査申請書（第７号様式） 

オ ホール、劇場の設計・建設実績（第８号様式） 

カ 音響コンサルタント等に係る協力企業名簿（第９号様式） 

キ 委任状（第１０，１１号様式）（※必要な場合のみ） 

ク 参加資格審査申請書添付書類 

(ｱ) 会社概要 

(ｲ) 営業経歴書 

(ｳ) 企業単体の貸借対照表及び損益計算書（直近３期分） 

(ｴ) 企業単体の減価償却明細表（直近３期分） 

(ｵ) 連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近１期分） 

(ｶ) 建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていることが確認できる書類の写し 

(ｷ) 建設業法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査の審査結果通知の写し 

(ｸ) 平成９年４月１日から平成１４年３月３１日までの期間に完工した官公庁発注の

建築工事で契約金額（１件契約額）が２０億円以上の実績のあることが確認できる

書類の写し 

(ｹ) ホール、劇場の建築実績を有していることが確認できる書類の写し 

(ｺ) 一級建築士事務所の登録を行っていることが確認できる書類の写し 

(ｻ) １，０００席以上のホール、劇場の設計実績があることが確認できる書類の写し 

(ｼ) ２以上のホール、劇場を有する建物の設計実績があることが確認できる書類の写

し 

(ｽ) 最近１年間に法人税、消費税及び法人事業税を納税していることが確認できる書

類の写し 

※）(ｱ)～(ｵ)及び(ｽ)については、グループのすべての構成企業のものを提出する

こと。 

 

(2) 入札辞退時の提出書類 

参加資格が確認された入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届（第１２号様

式）を１部提出すること。 

 

(3) 入札時の提出書類 

入札参加者は、次に掲げる入札書類を所定の部数提出すること。 

ア 入札書類提出届（第１３号様式－１）                  １部 

イ 入札書類一覧（第１３号様式－２）                   １部 

ウ 入札書（第１４号様式）                        １部 

エ グループ構成企業表（第６号様式）                   １部 

オ 設計・建設計画提案書（第１５号様式～第２７号様式）         ３０部 

提案書表紙（第１５号様式） 

設計説明書① 設計主旨（第１６号様式） 

設計説明書② 建築プログラム（第１７号様式） 

設計説明書③ 環境計画（第１８号様式） 
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設計説明書④ 建築計画（第１９号様式） 

設計説明書⑤ 構造計画（第２０号様式） 

設計説明書⑥ 設備計画（第２１号様式） 

設計説明書⑦ 施工計画（第２２号様式） 

法令関係記載事項（第２３号様式） 

設計概要（第２４号様式） 

仕上げ表（第２５号様式） 

工程計画書（第２６号様式） 

設計工程表（様式自由） 

工事工程表（様式自由） 

工事費等見積書（第２７号様式） 

設計図面① 配置図 

設計図面② 平面図 

設計図面③ 立面図 

設計図面④ 断面図 

設計図面⑤ 構造計画図 

設計図面⑥ 設備計画図 

透視図 

カ 維持管理・運営計画提案書（第１５号様式、第２８号様式～第３９号様式）３０部 

提案書表紙（第１５号様式） 

維持管理計画提案書① 維持管理業務総括説明書（第２８号様式） 

維持管理計画提案書② 個別維持管理業務説明書（第２９号様式） 

長期修繕・リニューアル計画表（第３０号様式） 

維持管理費用見積書（第３１号様式） 

運営計画提案書① 運営業務総括説明書（第３２号様式） 

運営計画提案書② 個別運営業務説明書（第３３号様式） 

運営収入説明書（第３４号様式） 

運営収支計画実現方策説明書（第３５号様式） 

魅力向上・にぎわい創出方策説明書（第３６号様式） 

その他の魅力ある運営計画説明書（第３７号様式） 

運営費用見積書（第３８号様式） 

運営収入見積書（第３９号様式） 

キ 事業計画提案書（第１５号様式、第４０号様式～第４５号様式）     ３０部 

提案書表紙（第１５号様式） 

事業スキーム図（第４０号様式） 

入札金額内訳書（第４１号様式） 

長期収支計画表（第４２号様式） 

資金調達計画書（第４３号様式） 

リスク管理方針（第４４号様式） 

協力企業名簿（第４５号様式） 
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２ 入札時提出書類の作成要領 

 

「第７ 提出書類及び作成要領 １ 提出書類 (3) 入札時の提出書類」のオ、カ及び

キに掲げる各提案書は、次の要領に従って作成する。 

ア 様式集（添付資料③）に示す所定の枚数で作成し、所定の表紙を付け、それぞれ１

分冊としてＡ４版縦左ホッチキス綴じとする。各分冊ごとに、各ページの下中央に通

し番号をふり、区から送付された参加資格審査結果通知書に記載された番号を右下の

欄に記入する。 

イ 言語は日本語とし、全て横書きとする。 

ウ 使用ソフトは Microsoft の Word 又は Excel（バージョンは自由とする。）を使用

する。 

エ 各提出書類の指定部数に加え、様式集（添付資料③）に指定された様式については、

フロッピーディスクに保存し提出する。 

オ 構成企業を含む企業名の記載は、必要最低限にとどめること。 

カ 設計図面及び透視図については次のとおりとする。 

(ｱ) 設計図面はＪＩＳの建築製図通則に従う。 

(ｲ) 右下に図面名称及び区から送付された参加資格審査結果通知書に記載された番号

を記入する。 

(ｳ) 設計図面の縮尺1／300、方位は基本設計図書と同じとし、Ａ３版とする。 

(ｴ) 透視図は、外観１枚、内観３枚（パプリックスペース、大ホール、小ホール各１

枚）の計４枚とし、Ａ３版とする。 

(ｵ) 設計図面及び透視図は、Ａ４に折り、設計・建設計画提案書の分冊に合わせて綴

じる。また、Ａ１版に拡大し、スチレンボード（厚さ７㎜程度）に貼り付けたもの

を各１枚、合わせて提出する。 

 

３ 入札金額の計算方法 

 

入札金額は、次に示す「ア 施設サービス購入料」及び「イ 維持管理・運営サービス

購入料」を合わせたサービス購入料に「ウ 施設簿価購入費」を加えた金額とし、消費税

は含まない。 

 

(1) 施設サービス購入料 

施設サービス購入料は、「第５ 提案に関する条件 １ 事業フレーム(2) サービス

購入料の支払 ア 施設サービス購入料 (ｶ)」に示す費用を元金とし、これに金利を

上乗せした費用とする。 

入札金額における施設サービス購入料の金利は、基準金利を１．３６５％（平成１３

年３月１日～平成１４年２月２８日における６カ月ＬＩＢＯＲベース１０年物（円－

円）金利スワップレートの平均値）と想定し、これに提案されたスプレッドの合計とす

る。また、１０年ごとの改定を想定せずに計算すること。なお、金利は、提案による本

施設の開業日より発生するものとし、初回の施設サービス購入料は、平成１８年４月１
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日から本施設の開業日前日までに対応する金利（日割り計算）を差し引いて計算するこ

と。 

 

(2) 維持管理・運営サービス購入料 

維持管理・運営サービス購入料は、日常的な維持管理・運営費に大規模修繕費、部分

修繕費及び改修費を合わせた費用の維持管理・運営業務開始日から事業期間終了までの

総額から、運営収入、並びに修繕等により施設の一部の利用を制限し、又は施設全体を

休館とする場合に不要となる維持管理・運営に係る費用を差し引いた額とする。 

維持管理・運営サービス購入料の各回の支払額は、物価変動に基づく改定を想定せず、

「第５ 提案に関する条件 １事業フレーム(2) サービス購入料の支払い イ 維持管

理・運営サービス購入料 (ｵ)」に示す費用の事業期間中の合計額を支払回数で等分し

た額とする。 

 

(3) 運営収入 

入札参加者は、ホール、練習室の使用による使用料金収入の算定に際して、要求水準

書（添付資料①）別紙②に示す「ホール等使用料金（参考案）」を参考に適正かつリー

ズナブルな使用料金を設定する。また、区が特定事業の選定（ＰＦＩ事業のＬＣＣ算

定）に際して想定した以下のホール等稼働率を参考に適正な稼働率を設定するものとし、

過度に高く、あるいは低く設定しないこと。 

ア 稼働率 

(ｱ) 大ホール ７０％ 

(ｲ) 小ホール及び練習室 ８０％ 

イ 前提条件 

(ｱ) 年間利用日数は、３３６日（月２日程度の保守点検等を除いた日数）とした。 

(ｲ) １日３コマ（午前、午後、夜間）とし、年間１,００８コマを稼働率１００％と

想定した。 
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入札金額 

総収入 総費用 

事業者の利益、法人

税等 

区の使用による
収入  

運営収入 

区が支払うサービス

購入料 

維持管理・運営に 

係る費用 

施設整備に係る費用

（金利分を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ サービス購入料の考え方 

 

 

第８ 契約に関する事項 

 

ア 落札者と区は、速やかに「杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業契約の締

結に関する覚書（案）」（別紙⑤）について合意するとともに、契約書（案）（添付

資料④）及び土地使用貸借契約書（案）（添付資料⑤）に基づき契約手続きを行う。 

イ 落札者はＳＰＣを設立し、区はＳＰＣと仮契約を締結する。 

ウ 仮契約は、ＰＦＩ法第９条の規定に基づく杉並区議会の議決を得た場合に正式の

本契約となる。 

エ 落札者決定後、議会の議決までの間に、構成企業が地方自治法第１６７条の４の

規定に基づく入札参加資格の制限、又は区の指名停止措置を受けた場合には、契約を

締結しないこととする。 

オ 契約書の検討に係る事業者側の弁護士費用、印紙代など、契約書の作成に要する費

用（契約書（案）の作成費用及び区側の弁護士費用は除く。）は、事業者の負担とす

る。 
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別紙① 

計画地の位置及び既存建物の配置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙② 

入札手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地説明会の開催（５月７日）、参考図書等の有償頒布（５月１０日）・閲覧 

第１回質問受付（５月１３日～１５日） 第１回質問に対する回答（６月７日）

入札公告、入札説明書の交付（４月２３日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明要求

参加資格審査 

参加資格審査結果の通知（６月２１日） 

入札（９月１０日） 

第２回質問受付（７月１０日～１２日） 第２回質問に対する回答（７月２６日）

入札辞退

優秀提案の選定 定量化審査基礎審査 

提案書類審査 

審査講評の公表 入札結果の通知（１０月下旬） 

事業契約の締結（平成１５年３月予定） 

事業予定者の公表 仮契約の締結（平成１５年１月予定） 

平成１５年第１回杉並区議会定例会での議決

ＳＰＣの設立 

回答 

参加表明書、参加資格審査申請書類の受付（６月１４日）
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別紙③ 

維持管理・運営期間中の業務水準低下に対する措置について 

 

区は、本施設の維持管理・運営開始後３０年間にわたり、要求水準書及び維持管理・運営業

務仕様書に示す内容をみたすサービスを提供していることを確認するためのモニタリングを実

施する。その結果、事業者が要求水準書及び維持管理・運営業務仕様書に示す内容をみたすサ

ービスを提供していないと判断した場合、以下のフローに示す手続きを踏んでサービス購入料

の減額、是正勧告その他の措置を取るものとする。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。 

 

サービス購

入料の減額

定期モ

(毎

日報に記録 

重大な場合等は即時報告 

定期モ

（３カ月ご

四半

当期のペナ

及

（PP≦80 の場

●定期モニタリング及び 

サービス購入料の減額措置 
●減額以外の措置（是正勧告等） 

随時モニタリング 

報告・モニタリング結果により 

①施設（一部又は全部）の利用不可能 

②維持管理・運営サービスの水準低下（要求水準以下） 

四半期総括書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（是正が不十分な場合） 

（事業全

（是正が不十分な場合） 

（PP≧81 の場合）

支払停止  

 

月報に記録 

ニタリング(1) 

月：月報確認) 

ニタリング(2) 

と：現地視察により 

期総括書確認） 

ルティポイント（PP）

び減額率の決定 

合）

区が必要と判断した場合 

（※減額措置がある場合には並行して進行） 

（３カ月ごと）で集計

是正勧告（１回目） 

随時モニタリング(是正確認) 

是正勧告（２回目） 

随時モニタリング(是正確認) 

業

随時モ
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体の中断決定）→契約解除 

（是正が不十分な場合） 

務担当者の変更 

ニタリング(是正確認) 



 

業務水準低下に対する措置の一覧 

措置の内容 手続きの概要 参照箇所 

①サービス購入料の減額 

又は支払停止 

業務水準低下の内容に応じて毎月

のペナルティポイントを計上し、

それを支払期（３カ月）ごとに集

計した当期ペナルティポイントに

応じて、その期のサービス購入料

の支払を減額もしくは停止する。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下した場合の措

置 ア(ｱ)サービス購入料

の減額措置 

(3)サービス購入料の減額

方法 

（一回目） 区は業務水準低下の内容に応じて

連絡会を開き、当該業務の是正を

事業者に請求する。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下した場合の措

置 ア(ｲ)是正勧告 

②是正勧告 

（二回目） 一回目の勧告による改善の効果が

認められない場合に再度是正勧告

を行うとともに、必要に応じてそ

の内容を公表する。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下した場合の措

置 ウ 再度の是正勧告 

協力企業の

変更請求 

二度の勧告を経ても改善の効果が

認められない場合で、事業者が当

該業務を第三者企業に委託してい

る場合には、区はその企業の変更

請求を行う。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下した場合の措

置 エ 改善効果が認め

られない場合の措置(ｱ) 

③業務担当

者の変更 

第三者への

業務委託 

二度の勧告を経ても改善の効果が

認められない場合で、当該業務を

事業者が自ら行っている場合に

は、当該業務を区が指定する第三

者に委託する。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下した場合の措

置 エ 改善効果が認め

られない場合の措置(ｲ) 

④契約解除

等 

契約解除 業務担当者の変更措置を採るた

後、１２カ月経過後も改善が認め

られない場合、区は連絡会を経て

事業全体の中断を決定し、事業契

約を解除する。 

(2)提供されるサービスの

水準が低下が発生した場

合の措置 オ 事業の中

断（契約解除）の決定 

 

以下に(1) モニタリング、(2) 提供されるサービスの水準が低下した場合の措置、及び(3) 

サービス購入料の減額方法のそれぞれについて、その内容と方法の詳細を示す。 

 

(1) モニタリング 

区は、自己の費用負担において、事業期間中に以下のモニタリングを実施する。 

ア 定期モニタリング 

(ｱ) 毎月の月報の提出・確認 

事業者は、日報等をベースに月ごとの月報を作成し、区に提出する。区は提出され

た月報をもとに、要求水準書及び維持管理・運営業務仕様書に定める事項が達成され

ているかどうかを確認する。 

(ｲ) 四半期総括書の提出及び現地モニタリング 

事業者は３カ月に一度、過去３カ月間の業務内容を総括した「四半期総括書」を作

成し、区に提出する。区は提出された当期分の書類（上記の月報を含む）に基づき現

地モニタリングを行い、当期の債務履行を確認する。 

(ｳ) 報告書の書式 
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上記(1)のア①に定める月報並びに(1)のア(ｲ)に定める四半期総括書の書式は、維

持管理・運営業務仕様書に定める。 

(ｴ) モニタリング項目 

モニタリング項目の詳細は維持管理・運営業務仕様書に定めるものとするが、概ね

以下の二点に重点を置く。 

① 施設の利用可能性（アベイラビリティ） 

施設全体を、１）大ホール、２）小ホール、３）練習室、４）パブリックスペー

ス、５）その他施設の５つのエリアに分け、それぞれのエリアが利用可能な状態か

どうかを評価する。 

利用可能かどうかの基準は、各エリアにおいて以下の諸点についての計画性能が

保たれていることとし、それぞれについての具体的かつ客観的な判断基準は維持管

理・運営業務仕様書に定める。 

ａ 物理的アクセス 

ｂ 安全性 

ｃ 防犯・防災機能 

ｄ 電力供給・照明設備 

ｅ 気密性・水密性 

ｆ 空調設備 

ｇ 通信設備 

ｈ ガス及び給湯給排水設備 

ｉ 舞台設備・舞台機構 

ｊ 法的基準の遵守 

ｋ その他各エリアの利用にとって中心的な設備・備品等 

② 維持管理・運営業務のサービス水準 

維持管理・運営業務のそれぞれについて、要求水準書及び維持管理・運営業務仕

様書等の内容と当期の実績を比較し、サービスが適切に提供されているかどうかを

評価する。 

イ 随時モニタリング 

区は、上記の定期モニタリングに加え、必要と認めたときに随時モニタリングを実施

する。 

ウ モニタリング結果の通知 

区は、定期モニタリング及び随時モニタリングの実施後に、上記モニタリングの結果

を総合し、事業者に通知する。定期モニタリング結果には、当期の支払額を確定した結

果を含むものとする。 

 

(2) 提供されるサービスの水準が低下した場合の措置 

区は、モニタリングの結果、事業者のサービス内容が要求水準書及び維持管理・運営業

務仕様書に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続きを経てサービス

購入料の減額、是正勧告その他の措置を取る。 

ア 減額措置及び是正勧告(一回目) 
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区は、モニタリングの結果、事業者のサービス水準の低下を確認した場合、その内容

に応じて適切な以下の初期対応を行う。 

(ｱ) サービス購入料の減額措置 

発生した不具合がサービス購入料の減額等の対象であれば、適切な減額措置を講ず

る。なお、一日の運営時間を超えて施設が利用不可能となった場合（あるいはそうな

ることが見込まれる場合）には、事業者は区のモニタリングを待たず当該不具合の発

生を直ちに区に通知するとともに、１日を超える回復期間を必要とする場合には具体

的な日数を合理的な理由とともに申請する。 

(ｲ) 是正勧告 

確認された不具合（上記(ｱ)に当てはまるものを含む）が、繰返し発生しているも

のであるか、初発でも重大であると認めた場合、区は事業者に適切な是正措置を取る

ことを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、

連絡会を経て区の承認を受けなければならない。 

(ｳ) やむを得ない事由による場合の措置 

やむを得ない事由により要求水準書及び維持管理・運営業務仕様書の内容を満たす

ことができない場合、事業者は区に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その

改善策について区と協議する。事業者の通知した事由に合理性があると区が判断した

場合、区は、対象となる業務の中止又は維持管理・運営業務仕様書の変更を認め、当

該期間は再度の勧告の対象としない。 

イ 改善効果の確認 

区は定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。 

ウ 再度の是正勧告 

上記イのモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められな

いと区が判断した場合、区は再度連絡会を開いて是正勧告を行うとともに、再度上記ア、

イの手続きを行う。なお、ここでいう再度の是正勧告については、区が必要と判断した

とき、その内容を公表することができる。 

エ 改善効果が認められない場合の措置 

上記ウの手順を経ても改善効果が認められないと区が判断した場合、区は連絡会で業

務改善方法等を最長３カ月間協議のうえ、以下の措置を取ることができる。 

(ｱ) 当該業務を担当している協力企業を変更することを事業者に請求する。 

(ｲ) 事業者が直接当該業務を行っていた場合には、区が指定する第三者に最長６カ月間

にわたり適切な範囲で業務を委託する。 

オ 事業の中断（契約解除）の決定 

上記エの措置を取った後、最長１２カ月経ても改善効果が認められないと区が判断し

た場合、連絡会を経て、事業全体の中断を決定し、契約を解除する。 

 

(3) サービス購入料の減額方法 

ア 減額の対象 

減額の対象となる支払いは、契約書（案）第８２条に示すサービス購入料の支払いの

うち、維持管理・運営に対するサービス購入料とする。 
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イ 減額措置を講ずべき対象 

以下に挙げる事態が発生した場合には、区は予め定められた手続きに従って当期のサ

ービス購入料の減額措置を取る。 

(ｱ) 施設の一部又は全部が一定時間以上利用不可能となった場合 

(ｲ) 維持管理・運営業務のサービス水準が要求水準書及び維持管理・運営仕様書を下

回った場合 

ウ 減額等の措置を講じる事態とその評価 

(ｱ) 施設の一部又は全部が一定時間以上利用不可能となった場合の減額措置 

① 減額措置の対象 

施設を構成する５つのエリアについて、以下に示すレベルⅠ又はレベルⅡの状態

に一定時間以上継続して陥ったことが明らかになった場合、減額措置の対象とする。

なお、各エリアについてのレベルⅠ又はレベルⅡの判断は、維持管理・運営業務仕

様書に定める具体的基準によるものとする。 

 

 レベルⅠ エリアのほぼ全部が利用不可能か、そのエリアの基本的機能の利用

が不可能あるいは極めて困難な状態。 

 レベルⅡ エリアの一部が利用不可能か、ほぼ全部の利用が可能でも利用者が

継続的な不便・不快を感じることが明らかな状態。 

 

② ペナルティポイントの付与基準 

上記の基準により減額措置が確定した場合、以下の表に基づき利用不可能事態の

発生による当月のペナルティポイントを算定する。 

 

対象エリア ペナルティ基礎点 
利用不可能事態の発生による 

当月ペナルティポイント（ＰＰ１） 

レベルⅠ 18点
大ホール 

レベルⅡ 9点

レベルⅠ 18点
小ホール 

レベルⅡ 9点

レベルⅠ 12点
練習室 

レベルⅡ 6点

レベルⅠ 12点パブリック

スペース レベルⅡ 6点

レベルⅠ 12点
その他施設

レベルⅡ 6点

ＰＰ１=  ペナルティ基礎点×１．５（ｄ-1） 

の５エリアの月間合計値（小数点以

下切り上げ） 

注１ ｄは回復に要した日数とする。 

注２「回復に要した日数」にはエリアごとの

運営時間外は含めず、４時間以上を切

り上げて一日単位で計算する。 

 

③ ペナルティポイントを付与しない場合 

以下に該当する場合には施設が利用不可能となってもペナルティポイントは付与

しないものとする。 

ａ 予め区の承諾を得た修繕その他の作業により、施設が一時的に使えなくなった

場合。 

ｂ 明らかに区の責によって施設が利用不可能となった場合。 
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ｃ 不可抗力により施設が物理的ダメージを受けて利用不可能となった場合。 

④ 区が必要上やむを得ず利用不可能と判断された施設を利用した場合の措置 

エリアが定義上は利用不可能な状態であっても、区が必要上やむを得ず当該エリ

アを利用する場合には、通常の場合の半分のペナルティポイントを事業者に課す

（利用継続中は日数にかかわらず「一日」と見なす）とともに、区及び利用者が当

該エリアを完全に離れた時以降を基準として回復に要した日数を計上する。 

(ｲ) 施設におけるサービスの水準が低下した場合の減額措置 

① 減額措置の対象 

施設において提供されるサービスについて、下記②に示す各業務のサービス水準

が以下に示すレベルⅠ又はレベルⅡの状態のいずれかに該当すると判断された場合、

減額措置の対象となる。なお、各業務についてのレベルⅠ又はレベルⅡの判断は、

維持管理・運営業務仕様書に定める作業の具体的な頻度及び品質等に基づく具体的

基準による。 

 

 レベルⅠ 業務内容が要求水準を著しく下回る 
 
 レベルⅡ 業務内容が要求水準を下回る 

 

② ペナルティポイントの付与基準 

上記の基準により減額措置が確定した場合、以下の表に基づきサービス水準低下

による当月のペナルティポイントを算定する。 

 

業    務 
サービス水準低下による 

ペナルティポイント（ＰＰ２） 

建築物保守管理業務 

建築設備保守管理業務 

舞台機構、舞台設備の保守管理業務 

備品等保守管理業務 

外構施設保守管理業務 

清掃業務 

植栽維持管理業務 

警備業務 

環境衛生管理業務 

修繕・リニューアル業務 

ホール及び練習室貸出業務 

ホール、練習室及びロビー等活用業務 

情報提供業務 

付帯業務 

左記の各業務につき、以下の採点基準

に従って与えられるペナルティポイン

トの月間合計値： 

 

  レベルⅠ ２０点 ･･･････

 

  レベルⅡ ８点 ･････････

 

③ ペナルティポイントを付与しない場合 

以下に該当する場合にはサービスの水準が低下してもペナルティポイントは付与

しない。 
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ａ 予め区の承諾を得た作業等により、一時的にサービス水準が低下した場合。 

ｂ 明らかに区の責によってサービス水準が低下した場合。 

ｃ サービス提供に関わる不具合であっても、その全てが施設の利用可能性に対す

るペナルティに既に含まれているとみなされる場合（例えば舞台機構の整備不備

による大ホールの一部利用不可能の発生等）。 

(ｳ) 当期ペナルティポイントの算定及び支払額への反映方法 

区は、３カ月ごとの四半期総括書の内容確認及び現地モニタリングを経て、当期の

ペナルティポイントを以下の方法により算定し、当期の支払い額を決定する。 

① 当期ペナルティポイントの算定方法 

 

 当期（３カ月）のペナルティポイント（ＰＰ） 

 ＝（当期の利用不可能事態の発生によるＰＰ１） 

＋（当期のサービス水準低下によるＰＰ２） 

 

② 当期のサービス購入料の計算方法 

当期ペナルティポイントの確定後、区は、各年度のサービス購入料から、以下の

減額割合部分を割引いた額を、当期の支払額として算定する。なお、サービス購入

料の減額が生じた場合、区は減額に併せて「(2) 提供されるサービスの水準が低下

した場合の措置」のア(ｲ)に示す是正勧告及びそれに続く一連の手続きを取る。 

 

当期ペナルティポイント サービス購入料の減額割合等 

０～１０ポイント ０％（サービス購入料の全額を支払う） 

１１～５０ポイント 
１ポイントにつき0.25％ 

（支払額はサービス購入料の97.25％～87.5％） 

５１～８０ポイント 
１ポイントにつき0.4％ 

（支払額はサービス購入料の79.6％～68.0％） 

８１ポイント以上 支払停止（次項「エ 支払停止」）参照） 

 

エ 支払停止 

当期のペナルティポイントが８１ポイント以上となった場合、区は当期の業務に対す

るサービス購入料の支払停止措置を取る。 
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（ペナルティポイント及び支払額の確定の流れ） 

 

以下に一期（３カ月）のペナルティポイントの算定及び支払額の流れの概略を図として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●毎月のペナルティポイント（ＰＰ）の確定 

ＰＰ１ｎ ：利用可能性に係るｎ月目のＰＰ 

ＰＰ２ｎ ：サービス水準低下に係るｎ月目のＰＰ 

PP11 ﾎﾟｲﾝﾄ 
目 

 PP1n：利用可能性に係るn月目のペナルティポイント  

 PP2 ：サービス水準低下に係るn月目のペナルティポイント 
１月
 PP21 ﾎﾟｲﾝﾄ 

PP1２ﾎﾟｲﾝﾄ 
目 

n

 ＰＰ１ｎ=(an1+an2+an3+an4+an5) 

※ただしan1～an５は施設を構成する５つのエリア別の

２月
 PP1：利用可能性に係る当期ペナルティポイント  

PP2２ﾎﾟｲﾝﾄ 

PP1３ﾎﾟｲﾝﾄ 

PP2３ﾎﾟｲﾝﾄ 

目 モニタリング 

目 

ペナルティポイント 

 ＰＰ２ｎ=(bn1+bn2+bn3+bn4+bn5+bn6+･･････+ bn14) 

※ただしbn1～bn14は施設における１４のサービス業務

別のペナルティポイント 
４月
３月
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 当期ペナルティポイント ＝ （ ＰＰ１ ＋ ＰＰ２ ） 

 

 

契約に定める基準に基づき当期の支払額を確定 

当期ペナルティポイント サービス購入料の減額割合等 

０～１０ポイント ０％（サービス購入料の全額を支払う） 

１１～５０ポイント 
１ポイントにつき0.25％ 

（支払額はサービス購入料の97.25％～87.5％） 

５１～８０ポイント 
１ポイントにつき0.4％ 

（支払額はサービス購入料の79.6％～68.0％） 

８１ポイント以上 支払停止（「(3) エ 支払停止」）参照） 

 PP2：サービス水準低下に係る当期ペナルティポイント

PP2 ＝ (PP21+ PP22+ PP23) 

PP1 ＝ (PP11+ PP12+ PP13) 

● 当期ペナルティポイントの確認と確定 



 

別紙④ 

予想されるリスクと責任分担表 

 

負担者 段 

階 
リスクの種類 リスクの内容 

区 事業者

入札説明書等の誤

り 
入札説明書等の誤りや内容の変更に関するもの ●  

法令等の変更 法令等（税制度を除く）の新設・変更に関するもの ●  

許認可の遅延 事業者の申請手続きの不備等による許認可等の遅延に関するもの  ● 

法人税の変更に関するもの（法人の利益に係るもの）  ● 

法人税の変更に関するもの（上記以外のもの） ● ▲ 

消費税の変更に関するもの ● ▲ 

建物所有に係る新税又は税率の変更に関するもの ● ▲ 

税制度の変更 

その他の税制度の変更に関するもの  ● 

本事業を行政サービスとして実施することに係わる住民反対運

動・訴訟・要望に関するもの等 
●  

住民問題 
上記以外のもの（調査・設計・工事及び維持管理・運営に係わる

住民反対運動・訴訟・要望に関するもの等） 
 ● 

調査・工事に伴い不可避の騒音・振動・地盤沈下等による損害 ●  

事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる騒音・振動・地盤

沈下等による損害 
 ● 環境問題 

有害物質の排出・漏洩  ● 

区の活動に係わる事故等の発生 ●  

事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる事故等の発生  ● 事故 

上記以外で設計・建設・維持管理・運営上の事故等の発生  ● 

許認可等の遅延、事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業者が

提供するサービスの品質等が一定のレベルを下回った場合等 
 ● 

事業の中止・延期 

区の指示、債務不履行、当該サービスが不要となった場合等 ●  

共 

通 

不可抗力 戦争、暴動、天災等による設計変更、事業の延期・中止 ● ▲ 

入札参加費用 入札参加費用の負担  ● 

契約締結 
選定事業者と契約が結べない、契約手続きに時間がかかる、又は

ＰＦＩ契約の議決が得られない場合等 
 ● 

区が実施した測量・調査に関するもの ●  

測量・調査 事業者が実施した測量・調査に関するもの  ● 

区の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ●  

設計等の完了遅延 事業者の指示・判断の不備等、上記以外の要因による不備・変更

に関するもの 
 ● 

区の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ●  
設計費等の超過 

上記以外の要因によるもの  ● 

設計図書等の瑕疵 設計図書等の成果物の瑕疵  ● 

計 

画 

・ 

設 

計 

段 

階 

資金調達 必要な資金の確保に関するもの  ● 

建設予定地の確保に関するもの ●  

建設に要する資材置場の確保に関するもの  ● 

地中障害物に関し、区が把握し事前に公表したもの ●  
用地 

地中障害物に関する上記以外のもの  ● 

区の提示条件、指示の不備・変更により工事が遅延又は完工しな

いことにより、開業が契約より遅延する場合 
●  

工事の遅延 
上記以外の理由により工事が遅延又は完工しないこと等により、

開業が契約より遅延する場合 
 ● 

施工監理 施工監理に関するもの  ● 

区の提示条件、指示の不備・変更に関するもの ●  
工事費の増大 

上記以外の要因によるもの  ● 

性能 要求水準等の不適合（施工不良を含む）  ● 

施設の損傷 使用前に工事目的物や材料、関連工事等に関して生じた損害  ● 

物価変動 インフレ・デフレ  ● 

建 

設 

段 

階 

金利変動 金利の変動  ● 
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支払遅延・不能 区のサービス購入料の支払遅延・不能に関するもの ●  

用途変更等、区の責めによる事業内容等の変更に関するもの ●  
事業内容の変更 

上記以外の要因による事業内容等の変更に関するもの  ● 

性能 要求水準等の不適合  ● 

区の責めによる事業内容等の変更等に起因する維持管理・運営費

の増大 
●  

維持管理・運営費

の増大 上記以外の要因による維持管理・運営費の増大（物価・金利変動

によるものを除く） 
 ● 

物価変動 インフレ・デフレ ● ▲ 

金利変動 金利の変動 ● ▲ 

劣化による施設・備品等の損傷  ● 
施設の損傷 

事故・火災等による施設・備品等の損傷 ▲ ● 

修繕費の増大 修繕費が予想を上回った場合  ● 

需要の変動 利用者数等の減少  ● 

維

持

管

理

・

運

営

段

階 

使用料金 使用料金等変更の不承認  ● 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任 ▲ ● 

移管手続き 
施設移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清

算手続きに伴う評価損益等 
 ● 

移 

管 

段 

階 施設の健全性 事業終了時に施設の健全性（残存価値）が確保されない場合  ● 

※）負担者 ●主分担 ▲従分担 

 

詳細は、杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業契約書（案）を参照のこと。 
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別紙⑤ 

杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業契約の締結に関する覚書（案） 

 

杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業（以下「本事業」という。）に関して、杉並区

（以下「区」という。）と○○グループ（以下「応募者」という。）代表企業○○会社との間

で、以下のとおり覚書を定める。 

 

（趣旨） 

第１条 本覚書は、本件事業に関し応募者が落札者として決定されたことを確認し、応募者の

設立する本件事業の遂行者（以下「事業予定者」という。）と区との間で締結する基本

事項、建物の建設・譲渡、施設の維持管理・運営の各事項に関する契約（以下「事業契

約」という。）の締結に向けて、区及び応募者双方の協力について必要な事項を定める

ものとする。 

（努力義務） 

第２条 区及び応募者は、区と事業予定者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実

に対応するものとし、事業契約の区議会での承認を得て事業契約締結に至るよう最善の

努力をする。 

２ 応募者は、事業契約締結のための協議にあたっては、本件事業の入札手続きにかかる審

査委員会及び区の要望をできる限り尊重する。 

（事業予定者の設立） 

第３条 応募者は、本基本協定締結後、速やかに事業予定者を設立し、その商業登記簿謄本を

区に提出する。 

（事業契約） 

第４条 区及び応募者は、本事業契約にかかる事業契約の仮契約を、杉並区議会への事業契約

にかかる議案提出日までに、区と事業予定者間で締結する。 

２ 区及び応募者は、前項の仮契約にかかる本契約を、区議会の議決後平成○年○月○日末

までに、区と事業予定者間で締結する。 

（準備行為） 

第５条 事業契約締結前であっても、応募者は本件事業に関して必要な準備行為を行うことが

できるものとし、区は、必要かつ可能な範囲で応募者に対して協力するものとする。 

２ 前項の協力の結果は、事業契約締結後、事業者が速やかに引き継ぐものとする。 

（事業協定不調の場合の処理） 

第６条 事業契約について、区議会の承認が得られない場合、その他事由の如何を問わず事業

契約の締結に至らなかった場合は、すでに区及び応募者が本件事業の準備に関して支出

した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。 

 

（紳士協定） 

第７条 区及び応募者は、本覚書の第３条ないし第６条及び第８条を除いて、区及び応募者を

法的に拘束しないことを確認する。 
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以上を証するため、本覚書を２通作成し、区及び○○グループ代表企業は、それぞれ記名押

印の上、各１通を保有する。 

 

  平成○年○月○日 

                  杉並区長           山田 宏 

 

                  ○○グループ代表企業○○   ○○ ○○ 

40 



 

別紙⑥の１ 

 

平成[ ]年［ ］月［ ］日 

 

 

杉並区長 山田 宏 様 

 

 

 

出 資 者 保 証 書 

 

 

 杉並区及び［       ］（以下「事業者」という。）間で平成 年 月 日付で締結

された杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業契約（以下「本契約」という。）に関して、

出資者である［         ］（以下「当社」という。）は、本日付をもって、貴区に

対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。なお、特に明示の無い限り、本出

資者保証書において用いられる語句は本契約において定義された意味を有するものとします。 

 

記 

 

１ 事業者が、平成 年 月 日に、商法上の株式会社として、適法に設立され、本日現在有

効に存在すること。 

 

２ 事業者の本日時点における発行済株式総数は［  ］株であり、うち、当社は［  ］株

を保有していること。 

 

３ 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社が保

有する事業者の株式を銀行団に対して譲渡し、又は同株式上に担保権を設定する場合、事前

に貴区の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締

結後速やかに貴区に対して提出すること。なお、貴区は不合理に承諾を留保又は拒否しない

ものとします。 

 

４ 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するも

のとし、貴区の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の

処分を行わないこと（ただし、他の出資者に対して当社が有する事業者の株式の一部を譲渡

する場合には、貴区に対する事後報告をもって足りるものとします。）。なお、当社が事業

者の株式を譲渡する場合に、譲渡後の構成企業による事業者の株式の出資割合が過半数に満

たなくなる場合には、かかる譲渡は行いません。また、当社が保有する事業者の株式の譲渡

について貴区の承諾が得られる場合には、譲渡に先立ち、あらかじめ譲受人から本項及び次

項の誓約事項と同趣旨の誓約事項を内容とする誓約書を徴求して、貴区に提出します。 
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５ 本契約終了の日から540日を経過する日まで、事業者の解散を目的とする議案に賛成する

旨の議決権の行使を行わないこと、及び事業者の解散を目的とする議案を株主総会に提出し

ないこと。ただし、貴区が事前に承諾した場合、又は貴区が承諾した第三者が、事業者が本

契約第91条に基づき負う瑕疵担保責任を引き受けた場合については、この限りではないもの

とします。 

 

以上 

 

 

 

   ［住所     ］ 

   ［会社名    ］ 

                代表取締役社長 ［    ］ 
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別紙⑥の２ 

 

平成[ ]年［ ］月［ ］日 

 

 

杉並区長 山田 宏 様 

 

 

 

出 資 者 誓  約 書 

 

 

 杉並区及び［       ］（以下「事業者」という。）間で平成 年 月 日付で締結

された杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業契約（以下「本契約」という。）に関して、

出資者である［         ］（以下「当社」という。）は、本日付をもって、貴区に

対して下記の事項を誓約します。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いら

れる語句は本契約において定義された意味を有するものとします。 

 

記 

 

１ 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社が保

有する事業者の株式を銀行団に対して譲渡し、又は同株式上に担保権を設定する場合、事前

に貴区の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに貴

区に対して提出すること。但し、貴区は不合理に承諾を留保又は拒否しないものとします。 

 

２ 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するも

のとし、貴区の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の

処分を行わないこと（ただし、他の出資者に対して当社が有する事業者の株式の一部を譲渡

する場合には、貴区に対する事後報告をもって足りるものとします。）。なお、当社が保有

する事業者の株式の譲渡について貴区の承諾が得られる場合には、譲渡に先立ち、あらかじ

め譲受人から本項及び次項の誓約事項と同趣旨の誓約事項を内容とする誓約書を徴求して、

貴区に提出します。 

 

３ 本契約終了の日から540日を経過する日まで、事業者の解散を目的とする議案に賛成する

旨の議決権の行使を行わないこと、及び事業者の解散を目的とする議案を株主総会に提出し

ないこと。ただし、貴区が事前に承諾した場合、又は貴区が承諾した第三者が、事業者が本

契約第91条に基づき負う瑕疵担保責任を引き受けた場合については、この限りではないもの

とします。 

 

以上 
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   ［住所      ］ 

   ［会社名     ］ 

                代表取締役社長 ［    ］ 
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